
建設工事及び建設コンサルタント業務等委託における 

電子契約の導入について（令和７年(2025年)４月１日～） 

令和７年２月  

熊本県土木部監理課  

監  課 

 

建設工事及び建設コンサルタント業務等委託の契約事務の電子化による業務の効率化と

受注者の利便性の向上を図るため、令和７年４月１日から電子契約を導入します。 

 

 

電子契約とは 

 

従来、紙に押印して取り交わされていた契約書に代わり、電子データに受発注者が電子署名

をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約です。 

 

電子契約のメリット 

 

■ 契約事務のペーパーレス化、業務の効率化（製本、押印作業等） 

 

■ 受注者の負担軽減 

・インターネット上で契約を締結することができるようになります。また、収入印紙の

貼付が不要になります。 

 

電子契約の対象 

 

■ 令和７年４月１日以降に入札公告又は指名通知するもの 

（4/1以前に入札公告又は指名通知した契約は除く） 

■ 受注者が電子契約を希望するもの 

・電子契約を希望された場合でも、工期や工事の内容等、特別な理由がある場合は、書

面による契約をお願いする場合があります。 

・変更契約の電子契約対象となるものは、当初契約を電子契約で行ったもののみ対象と

なります。 

※ 電子契約システムを利用するため、受注者のメールアドレスが必要となります。 

 

（電子契約を希望されない場合） 

電子契約での契約締結を希望されない場合は、従来の紙による契約書での契約締結となります。 

電子契約、紙による契約のどちらを選択されても、契約が不利になるようなことはありません。 

 



 

電子契約のポイント 

 

１ 電子契約の利用の有無の確認について 

 落札決定後に電話で契約保証の確認をする際に、電子契約の利用の有無を伝えてく

ださい。 

 「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を作成のうえ、落札決定通知に記載され

た専用メールアドレス宛てに送付してください。 

※ メールの件名は「受注者名 電子契約同意書の提出 工事（業務）名」としてください。 

 

２ 契約書関係書類の提出等について 

(1) 契約保証が電子保証の場合 

 以下のデータを添付のうえ、落札決定通知に記載された専用メールアドレス宛て

に送付してください。 

① 契約保証（保証契約番号＆認証キー情報）（PDF） 

② 契約関係書類（PDF） 

※ メールの件名は「受注者名 契約関係書類の提出 工事（業務）名」としてください。 

(2) 契約保証が電子保証以外の場合（紙契約の場合と同じ） 

 契約保証証券等の原本と契約関係書類を、入札・契約担当部局まで持参してくだ

さい。 

 

３ 電子契約の締結方法について 

 

 県では、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する、電子契約

システムにより契約締結を行います。 

 インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能です。なお、受注者の費

用負担はありません。 

 

詳しくは、熊本県 HPを参照ください。 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/118/212388.html 

 

【電子契約サービスの操作、不具合等に関する質問】 

電子印鑑GMOサイン 運営事務局 

・電話番号 03-6415-7444（ヘルプデスク） 

・受付時間 10:00-18:00 （土日及び祝日は除きます。） 

・メールアドレス support@cs.gmosign.com 

・お問い合わせフォーム https://www.gmosign.com/form/ 



〇電子契約に伴う事務の流れ（当初）

熊本県 受注者

落札決定通知通知書の発行
※通知文に電子契約専用のメールアドレスを記入

落札決定通知書の受領

・契約保証の種類を確認
・「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」
の提出を依頼

・契約保証の種類を選択
（西日本保証・銀行保証・現金…など）

・電子契約の利用の有無
（紙契約）・（電子契約）を受注者が選択

・契約書（案）作成
・記入要領の作成

・「電子契約同意書兼メールアドレス確
認書」を作成し提出

・契約書（案）の送付
・記入要領の送付

①契約保証の準備
②契約関係書類の作成
・工事開始日通知書
・課税（免税）事業者届出書
・熊本県暴力団排除条例にかかる誓約書
・現場代理人・主任（監理）技術者通知書
③契約書（案）の内容確認

［電子保証の場合］
①契約保証の提出（西日本保証・電子）
※電子保証の場合は、「保証契約番号
　＆認証キー情報」をメールで提出
②契約書関係書類をメールで提出

［電子保証以外の場合］
①契約保証の提出（その他保証）
②契約書関係書類の提出

電子契約サービスに契約書をアップロード
電子契約サービスにアップロードされた

契約書の内容確認

電子契約サービスにアップロードされた
契約書の承認 【電子署名】

電子契約サービスにアップロードされた
契約書の承認 【電子署名】

契約書をダウンロードして保管
契約書をダウンロードして保管
（２週間以内にダウンロード）

（契約締結の事務手続き）

（電子署名処理完了）

電子入札システ

電子契約システム

（GMO）

メール

メール

持参

メール

電子契約システム

（GMO）

手続き完了
メール

電話連絡

［電子保証の場合］

［電子保証以外の場合］

手続き完了
メール

※紙契約の場合と同じ


